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(57)【要約】
　除去可能カバーを有する基板が提供される。除去可能カバーは二以上の除去可能フィル
ムを含んでおり、少なくとも一つのフィルムは他のフィルムとは異なる除去工程によって
除去可能である。例えば、一部の例では、一のフィルムは熱処理によって除去可能な有機
フィルムであり、他のフィルムは熱処理に耐えるが弱酸又は弱塩基に溶解する無機フィル
ムである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　除去可能カバーを有するガラス基板であって、前記カバーは少なくとも無機材料及び有
機材料を含んでおり、前記無機材料は前記有機材料とは異なる除去工程によって除去可能
である、ガラス基板。
【請求項２】
　前記除去可能カバーは二以上のフィルムを含んでおり、前記無機材料は無機フィルムを
含んでおり、及び前記有機材料は有機フィルムを含んでいる、請求項１に記載のガラス基
板。
【請求項３】
　前記除去可能カバーは前記基板の表面から外方へ前記無機フィルムと前記有機フィルム
とを含んでいる、請求項２に記載のガラス基板。
【請求項４】
　前記無機フィルム及び前記有機フィルムの各々は１００オングストローム未満の厚さを
有している、請求項３に記載のガラス基板。
【請求項５】
　前記無機フィルムは約２０オングストロームから約５０オングストロームの間の厚さを
有しており、前記有機フィルムは約１０オングストロームから約６０オングストロームの
間の厚さを有している、請求項４に記載のガラス基板。
【請求項６】
　前記除去可能カバーは前記無機材料及び前記有機材料の両方を含む混合フィルムを含ん
でいる、請求項１に記載のガラス基板。
【請求項７】
　前記混合フィルムは外側部分と内側部分とを有しており、前記有機材料は前記外側部分
に高い濃度で存在し、前記無機材料は前記内側部分に高い濃度で存在する、請求項６に記
載のガラス基板。
【請求項８】
　前記外側部分は実質的に有機材料を含んでおり、前記内側部分は実質的に無機材料を含
んでいる、請求項７に記載のガラス基板。
【請求項９】
　前記混合フィルムは、前記基板の表面から外側に移動すると、有機材料の濃度が次第に
高まると共に無機材料の濃度が次第に低下する漸変フィルムである、請求項６に記載のガ
ラス基板。
【請求項１０】
　前記無機材料は弱酸又は弱塩基中で溶解する酸化物及び／又は窒化物を含む、請求項１
に記載のガラス基板。
【請求項１１】
　前記無機材料は酸化亜鉛を含む、請求項１に記載のガラス基板。
【請求項１２】
　前記有機材料は熱処理によって除去可能な炭素含有材料を含む、請求項１に記載のガラ
ス基板。
【請求項１３】
　前記炭素含有材料は基本的に炭素から成る、請求項１２に記載のガラス基板。
【請求項１４】
　前記有機材料は水を使った洗浄によって除去可能なセパレータ材料である、請求項１に
記載のガラス基板。
【請求項１５】
　前記セパレータ材料は、水溶性ポリマー、可塑剤、一以上のアルコール、複数の粒子、
及び水を含む、請求項１４に記載のガラス基板。
【請求項１６】
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　該ガラス基板と前記除去可能カバーとの間に配置された機能性被膜を更に含む、請求項
１に記載のガラス基板。
【請求項１７】
　前記機能性被膜は低放射率被膜である、請求項１６に記載のガラス基板。
【請求項１８】
　前記機能性被膜は光触媒被膜である、請求項１６に記載のガラス基板。
【請求項１９】
　前記機能性被膜と前記除去可能カバーとの間に配置された保護フィルムを更に含む請求
項１６に記載のガラス基板であって、前記保護フィルムは弱酸又は弱塩基に耐える材料を
含んでいる、請求項１６に記載のガラス基板。
【請求項２０】
　前記保護フィルムは炭素を含んでいる、請求項１９に記載のガラス基板。
【請求項２１】
　前記保護フィルムは１００オングストローム未満の厚さを有している、請求項１９に記
載のガラス基板。
【請求項２２】
　前記無機材料が前記保護フィルムの上に重なる請求項１に記載のガラス基板であって、
被覆された前記基板が、前記無機材料の上に重なる有機材料を焼き落すガラス焼戻しを受
けるとき、前記無機材料は前記保護フィルムが焼き落とされることを防ぐ、請求項１に記
載のガラス基板。
【請求項２３】
　前記機能性被膜が最も外側の誘電体フィルムを含む請求項１６に記載のガラス基板であ
って、前記誘電体フィルムは、前記除去可能カバーに存在しない無機材料を含んでおり、
該無機材料は、前記無機材料又は前記除去可能カバーを除去するために用いられる前記除
去工程によっても除去され得ない無機材料である、請求項１６に記載のガラス基板。
【請求項２４】
　機能性被膜を有するガラス基板を準備する段階と、
　少なくとも無機材料と有機材料とを含む除去可能カバーを前記機能性被膜の上に成膜す
る段階と、を含む除去可能カバーを成膜する方法であって、
　前記無機材料は前記有機材料とは異なる除去工程によって除去可能である、除去可能カ
バーを成膜する方法。
【請求項２５】
　除去可能カバーを成膜する前記段階は、前記基板の表面から外方へ無機フィルムと有機
フィルムとを成膜する段階を含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　無機フィルム及び有機フィルムを成膜する前記段階は、前記無機フィルム及び前記有機
フィルムをスパッタ成膜する段階を含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記有機フィルムを成膜する前記段階は、炭素を含む標的をスパッタする段階含む、請
求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記有機フィルムを成膜する前記段階は、水溶性ポリマー、可塑剤、一以上のアルコー
ル、複数の粒子、及び水を含むセパレータを付着させる、標的をスパッタする段階を含む
、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　除去可能カバーを成膜する前記段階は、無機材料及び有機材料の混合フィルムを成膜す
る段階を含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項３０】
　混合フィルムを成膜する前記段階は、無機材料から成る標的を炭素含有雰囲気中でスパ
ッタする段階を含む、請求項２９に記載の方法。
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【請求項３１】
　混合フィルムを成膜する前記段階は、有機材料を含む少なくとも一つの標的及び有機材
料を含む少なくとも一つの標的を共にスパッタする段階を含む、請求項２９に記載の方法
。
【請求項３２】
　混合フィルムを成膜する前記段階は、高まる濃度の有機材料及び低下する濃度の無機材
料をスパッタする段階を含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　炭素を含む保護フィルムを前記機能性被膜と前記除去可能カバーとの間に成膜する段階
を更に含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項３４】
　被覆ガラス基板を保護する方法であって、
　有機材料と、該有機材料とは異なる除去工程によって除去可能な無機材料とを少なくと
も含む除去可能カバーを前記基板上に成膜する段階と、
　前記無機材料を無傷のままにしておく間に前記有機材料を除去する段階と、
　前記無機材料を除去する段階と、を順番に含む被覆ガラス基板を保護する方法。
【請求項３５】
　除去可能カバーを成膜する前記段階は、前記基板から外方へ無機フィルムと有機フィル
ムとを成膜する段階を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　有機フィルムを成膜する前記段階は、熱処理によって除去可能な炭素含有フィルムを成
膜する段階を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　有機フィルムを成膜する前記段階は、水を使った洗浄によって除去可能なセパレータを
成膜する段階を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　無機フィルムを成膜する前記段階は、弱酸又は弱塩基を使った洗浄によって除去可能な
酸化物及び／又は窒化物を成膜する段階を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３９】
　除去可能カバーを成膜する前記段階は、無機材料及び有機材料の両方を含む混合フィル
ムを成膜する段階を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４０】
　前記無機材料を無傷のままにしておく間に前記有機材料を除去する前記段階は、前記基
板を熱処理する段階を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４１】
　前記無機材料を無傷のままにしておく間に前記有機材料を除去する前記段階は、前記基
板を水で洗浄する段階を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４２】
　前記無機材料を除去する前記段階は、露出された無機材料を弱酸又は弱塩基で洗浄する
段階を含む、請求項３４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス等の基板のための除去可能カバーを提供するものである。より具体的
には、本発明は基板の表面に付着されてそのような表面を汚染から保護することができる
除去可能カバーを提供する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス及び他の基板を、製造、発送、保管、組込み、仕上げ、及び他の工程の間におけ
る引掻きのような機械的損傷及び／又は化学的汚染から防ぐのは困難なことがある。汚染
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は様々な様態で生じ得る。例えば、製造、保管、及び輸送環境は、生産される基板を汚染
し得る有機物、残留物、及び他の化学物質を時には含んでいる。たとえば、生産工程で用
いられる様々な溶剤、硬化剤製品、及びシーラントは、生産されるガラス上に蓄積する残
留物を時には生み出す。ガラス製品を生産する際に用いられる取り扱い用機器がガラス上
に跡を残すこともある。例えば、真空吸引カップがガラスシートを取り扱うために一般的
に用いられて、前記真空吸引カップの跡がガラス上に時々残されることがある。
【０００３】
　一部の生産者は、ガラスを汚染及び／又は引掻きから保護するために、除去可能フィル
ムをガラスの上に置いてきた。例えば、無機フィルムが除去可能カバーとして用いられて
きた。前記無機フィルムは米国特許第６９０２８１３号及び第６９２１５７９号明細書に
記載されており、その各々の内容の全ては引用により本明細書に組み入れられる。無機フ
ィルムは、熱処理によってではないが、洗浄手順によってしばしば除去可能にされる。米
国特許第６６８２７７３号明細書に記載されているように有機フィルムも除去可能カバー
として用いられており、前記特許明細書の内容の全ては引用により本明細書に組み入れら
れる。これらの炭素含有有機フィルムはしばしば、洗浄手順によってではないが、熱処理
によって除去可能である。
【０００４】
　一部の無機カバーは、特に引掻きに対する適切な保護を与えるためには時々柔軟であり
過ぎるか又は薄過ぎる。結果として、無機カバーは、完全な保護を提供するためにより厚
いフィルムとしてしばしば付着される。しかしながら、より厚いフィルムは、除去するの
が時には困難となる。例えば、より厚いフィルムを洗浄手順によって除去するとき、フィ
ルム材料は泡立ち、このことは基板上への前記材料の再付着を引き起こす。ウィンド洗浄
機は時々、前記材料が基板から完全に除去されることを確実にするために多大な洗浄時間
を注ぎ込む。有機フィルムはしばしば、無機フィルムより優れた引掻きに対する保護を提
供する。しかしながら、除去可能有機保護カバーは通常は、製造工程の早い段階、例えば
焼戻しの際に除去される。従って、基板が焼戻し炉又は他の熱処理装置から移送されると
、基板は再び露出されて引掻き及び／又は化学的汚染に対して損傷を受けやすいままにな
る。
【０００５】
　従って、製造工程のほぼ全ての間においてガラス基板を保護するガラス基板用の除去可
能カバーを提供することが望ましい。また、除去が容易な除去可能カバーを提供すること
も望ましい。
【発明の開示】
【０００６】
　一部の実施形態では、除去可能カバーを有するガラス基板が提供され、前記カバーは、
少なくとも無機材料と有機材料とを含んでおり、前記無機材料は、前記有機材料とは異な
る除去工程によって除去可能なものである。無機材料は、弱酸又は弱塩基に溶解性の酸化
物及び／又は窒化物を含み得る。一部の例では、無機材料は酸化亜鉛を含んでいる。有機
材料は、熱処理によって除去可能な炭素含有材料を含み得る。一部の例では、炭素含有材
料は基本的に炭素から構成される。前記有機材料は、水洗浄によって除去可能なセパレー
タ材料でもあり得る。前記セパレータ材料は、水溶性ポリマー、可塑剤、一以上のアルコ
ール、複数の粒子、及び水を含み得る。
【０００７】
　一部の例では、除去可能カバーは二以上のフィルムを含み、無機材料は無機フィルムを
含み、有機材料は有機フィルムを含む。除去可能カバーは、基板表面から外方へ無機フィ
ルム及び有機フィルムを含み得る。無機フィルムと有機フィルムはそれぞれ１００オング
ストローム未満の厚さを有することが可能である。ある特定の例では、無機フィルムは約
２０オングストロームから約５０オングストロームの間の厚さを有し、有機フィルムは約
１０オングストロームから約６０オングストロームの間の厚さを有する。
【０００８】
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　他の例では、除去可能カバーは、無機材料及び有機材料の両方を含む混合フィルムを含
んでいる。混合フィルムは、外側部分と内側部分とを含み、有機材料は外側部分により高
い濃度で存在し、無機材料は内側部分により高い濃度で存在する。ある特定の例では、外
側部分は実質的に有機材料を含んでおり、内側部分は実質的に無機材料を含んでいる。ま
た混合フィルムは、漸変フィルムであることも可能であり、前記漸変フィルムでは基板表
面から外方に移動すると有機材料の濃度が次第に高まると共に無機材料の濃度が次第に低
下する。
【０００９】
　一部の例では、機能性被膜が基板と除去可能カバーとの間に配置される。機能性被膜は
、低放射率被膜又は光触媒被膜も可能である。ある特定の例では、機能性被膜は最も外側
の誘電体フィルムを含んでおり、前記誘電体フィルムは、除去可能カバーに存在しない無
機材料にして、上記無機材料又は除去可能カバーを取り除くために用いられる除去工程に
よって除去され得ない無機材料を含んでいる。
【００１０】
　さらに、保護フィルムが機能性被膜と除去可能カバーとの間に配置されることが可能で
あり、保護フィルムは弱酸又は弱塩基に対して耐久性のある材料を含んでいる。一部の例
では、保護フィルムは炭素を含んでいる。また保護フィルムは１００オングストローム未
満の厚さを有している。一部の例では、無機材料は、保護フィルムの上に置かれ、また無
機材料の上に置かれた有機材料を焼き落すガラス焼戻しを被覆基板が受けるとき保護フィ
ルムが焼き落されることを防ぐ。除去可能カバーを成膜する方法も提供される。一部の実
施形態では、前記方法は、機能性被膜を有するガラス基板を提供する段階と、除去可能カ
バーを機能性被膜上に成膜する段階とを含んでおり、除去可能カバーは少なくとも無機材
料及び有機材料を含んでおり、無機材料は、有機材料とは異なる除去工程によって除去可
能である。一部の例では、前記方法は、炭素を含む保護フィルムを機能性被膜と除去可能
カバーとの間に成膜する段階を含んでいる。
【００１１】
　除去可能カバーを成膜する段階は、基板表面から外方へ無機フィルム及び有機フィルム
を成膜する段階を含み得る。一部の例では、無機フィルム及び有機フィルムはスパッタ成
膜される。有機フィルムは、炭素を含む標的をスパッタすることにより成膜され得る。ま
た有機フィルムは標的をスパッタすることにより成膜されて、水溶性ポリマー、可塑剤、
一以上のアルコール、複数の粒子、及び水を含むセパレータ材料を付着させる。
【００１２】
　除去可能カバーを成膜する段階は、無機材料及び有機材料の混合フィルムを成膜する段
階も含むことが可能である。一部の例では、混合フィルムを成膜する段階は、炭素含有雰
囲気中で無機材料から成る標的をスパッタする段階を含んでいる。他の例では、混合フィ
ルムを成膜する段階は、有機材料を含む少なくとも一つの標的及び有機材料を含む少なく
とも一つの標的を共にスパッタする段階を含む。他の例では、混合フィルムを成膜する段
階は、増大する濃度の有機材料と減少する濃度の無機材料とをスパッタする段階を含んで
いる。
【００１３】
　被覆ガラス基板を保護する方法も提供される。一部の実施形態では、前記方法は、有機
材料と、有機材料とは異なる除去工程によって除去可能な無機材料とを少なくとも含む除
去可能カバーを基板の上に成膜する段階と、無機材料を無傷に保つ間に有機材料を除去す
る段階と、無機材料を除去する段階とを順番に含んでいる。
【００１４】
　一部の例では、除去可能カバーを成膜する段階は、基板から外方へ無機フィルム及び有
機フィルムを成膜する段階を含んでいる。有機フィルムを成膜する段階は、熱処理によっ
て除去可能な炭素含有フィルムを成膜する段階、又は水による洗浄によって除去可能なセ
パレータを成膜する段階を含み得る。無機フィルムを成膜する段階は、弱酸又は弱塩基に
よる洗浄によって除去可能な酸化物及び／又は窒化物を成膜する段階を含むことが可能で
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ある。他の例では、除去可能カバーを成膜する段階は、無機材料及び有機材料の両方を含
む混合フィルムを成膜する段階含む。
【００１５】
　一部の例では、無機材料を無傷に保つ間に有機材料を除去する段階は、基板を熱処理す
る段階を含んでいる。他の例では、前記除去する段階は水で基板を洗浄する段階を含んで
いる。一部の例では、無機材料を除去する段階は、弱酸又は弱塩基を使って露出された無
機材料を洗浄する段階を含んでいる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下の詳細な説明は、図を参照して読み取られるべきであり、前記図においては、異な
る図における類似の要素は同様の参照符号を有している。必ずしも縮尺にしたがって描か
れたものではない前記図は、選ばれた実施例を描いており、また本発明の範囲を限定する
ことを意図するものではない。本技術分野に知識を有する者は、示された実施例が本発明
の範囲に含まれる多くの変更例を有することを理解するであろう。
【００１７】
　本発明の多くの実施形態は被覆基板を含んでいる。種々様々な基板のタイプが本発明に
おける使用に適している。一部の実施例では、基板１０は、概ね対向する第１主表面１２
及び第２主表面１４を有するシート状の基板である。例えば、基板は透明材料のシート（
即ち透明シート）であり得る。しかしながら、基板がシートであること、又は透明である
ことは必要とされない。
【００１８】
　基板は、任意選択的に、種々の建築資材の任意の構成要素であり得る。予想される用例
は、基板が、サッシ（例えば、窓枠又はドア枠）、羽目板（例えば、アルミニュウム羽目
板）、テントパネル、防水シート（例えば、フルオロカーボンポリマー防水シート）、プ
ラスチックフィルム（例えば、フルオロカーボンプラスチックフィルム）、屋根板、窓用
ブラインド（例えば、金属、プラスチック、又は紙製窓用ブラインド）、紙製スクリーン
（例えば、障子）、手すり、バラスター、又はエスカチオンである実施形態を含んでいる
。一実施形態では、基板は、壁タイル、天井タイル、若しくは床タイルのようなセラミッ
クタイルである。他の実施形態では、基板はガラスブロックである。種々の適切なガラス
ブロックは、サン・ゴバン・オーバーランド（Saint-Gobain Oberland)（ドイツ、コーブ
レンツ）から商業的に入手することができる。更に他の実施形態では、基板はポリエステ
ルフィルム、ポリエチレンフィルム、テレフタレートフィルム等である。この種類の適切
なフィルムは日本曹達株式会社（日本、東京）から商業的に入手することができる。更に
別の実施形態では、基板は騒音低減フェンス又は騒音低減壁のようなフェンス又は壁であ
る。
【００１９】
　多くの用途のために、基板は、ガラス又は透明プラスチックのような透明（又は少なく
とも半透明）の材料からなる。例えば、特定の実施形態では、基板はガラスシート（例え
ば、窓ガラス）である。様々な公知のガラスのタイプが使用可能であり、ソーダ石灰ガラ
スが一般に好適であろう。特定の好適な実施形態では、基板は、窓、天窓、ドア、シャワ
ードア、又は他のグレージングの部分である。一部の例では、基板は、自動車の風防ガラ
ス、自動車の側窓、外部又は内部のバックミラー、バンパー、ハブキャップ、風防ガラス
ワイパー、又は自動車のボンネットパネル、側面パネル、トランクパネル、若しくはルー
フパネルの部分である。他の実施形態では、基板は、水槽ガラス板、プラスチック水槽窓
、又は温室ガラス板である。さらに別の実施形態では、基板は、冷蔵庫のドア又は窓の部
分のような冷蔵庫パネルである。
【００２０】
　様々なサイズの基板が本発明において使用され得る。一般的に、大面積基板が用いられ
る。特定の実施形態は、少なくとも約０．５ｍ、好適には約１ｍ、ことによるとより好適
には少なくとも約１．５ｍ、（例えば約２ｍから約４ｍの間の）一部の例では少なくとも
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約３ｍの主寸法（例えば、長さ又は幅）を有する基板１０を含んでいる。一部の実施形態
では、基板は、約３ｍから約１０ｍの間の長さ及び／又は幅を有する特大ガラスシート、
例えば、約３．５ｍの幅と約６．５ｍの長さとを有するガラスシートである。約１０ｍよ
り長い長さ及び／又は幅を有する基板も予想される。
【００２１】
　一部の実施形態では、基板１０は、ほぼ正方形又は長方形のガラスシートである。この
実施形態における基板は、前掲の段落及び／又は以下の段落に記載された寸法のいずれか
を有することが可能である。特定の一実施例では、基板は、約３ｍから約５ｍの間の例え
ば約３．５ｍの幅と、約６ｍから約１０ｍの間の例えば約６．５ｍの長さとを有する略長
方形のガラスシートである。
【００２２】
　種々の厚さの基板が本発明において使用され得る。一部の実施形態では、（任意選択的
にガラスシートであり得る）基板１０は約１～５ｍｍの厚さを有している。特定の実施形
態は、約２．３ｍｍから約４．８ｍｍの間の厚さ、おそらくより好適には約２．５ｍｍか
ら約４．８ｍｍの間の厚さを有する基板１０を含んでいる。特定の一実施形態では、約３
ｍｍの厚さを有する一枚のガラス（例えば、ソーダガラス）が用いられる。一グループの
実施形態では、（ガラス、プラスチック、又は他の材料であり得る）基板の厚さは約４ｍ
ｍから約２０ｍｍの間にある。この範囲の厚さは、例えば、水槽に有用である（この場合
基板は任意選択的にガラス又はアクリル樹脂であり得る）。基板がフロートガラスである
場合、通常それは約４ｍｍから約１９ｍｍの間の厚さを有する。他のグループの実施形態
では、基板は、約０．３５ｍｍから約１．９ｍｍの間の厚さを有する（例えば、ガラスの
）薄いシートである。この種の実施形態は、一枚の表示ガラス等である基板１０を含んで
いる。
【００２３】
　基板の表面を保護するための除去可能カバーが提供される。前記カバーは二以上の材料
を含んでおり、少なくとも一つの材料が、他の材料とは異なる除去工程によって除去可能
である。各材料は、単一保護フィルムの部分、又は多層保護フィルムの一以上のフィルム
の部分であり得る。同様に各フィルムは、各材料の別個の層、又は二以上の材料の混合物
を含む混合フィルムであり得る。
【００２４】
　前記材料の少なくとも一つは、他の材料とは異なる除去工程により除去可能である。例
えば、一部の例では、材料の一つが熱処理によって除去されることが可能であり、他の材
料が熱処理に耐えることができる。熱処理に耐える材料は、熱処理以外の工程、例えば洗
浄工程によって除去可能であり得る。同様に他の例では、材料の一つが、一つの洗浄剤を
使う洗浄によって除去可能であるのに対して、他の材料がそのタイプの洗浄剤を使う洗浄
に耐えることができる。例えば、一つの材料は水による洗浄によって除去可能であるのに
対して、他の材料は水には耐えるが、例えば弱酸又は弱塩基のような他の洗浄剤を使った
洗浄によって除去可能である。本発明の発明者は、異なる工程によって除去可能な二以上
の材料からなる除去可能カバーが基板表面に対して優れた保護を提供することを見出した
。更に、前記カバーの各材料は、それが除去される前の製造工程中の所望の段階中に前記
表面を保護する。
【００２５】
　好適には、保護の必要な基板表面の全てが除去可能カバーで被覆される。前記カバーは
、基板表面上にだけ、又は基板表面上に成膜された一以上の機能性被膜上に備えられるこ
とが可能である。多くの場合、カバーは機能性被膜を備える基板表面上に設けられる。例
えば、そのような実施形態が図１に示され、そこでは基板１０は、表面１２上に機能性被
膜２０を有して提供される。カバー５０は機能性被膜２０上に設けられている。機能性被
膜２０は単一のフィルム又は複数のフィルムを含み得る。本技術分野で知られている任意
の所望の機能性被膜が使用され得る。機能性被膜２０は、該被膜２０の上に直接に置かれ
ているカバーを除去するために使用される除去工程によって除去され得ないことが好適で
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ある。一時的な保護から利益を受ける機能性被膜のタイプにはほとんど制限がない。従っ
て、除去可能カバーは、任意のタイプ及び性質の被膜を保護するために使用され得る。
【００２６】
　一部の例では、機能性被膜２０は低放射率フィルムである。低放射率被膜は本技術分野
で知られており、特に適した被膜は、米国特許出願第０９／７２８４３５号及び１１／３
６０２６６号明細書に記載されており、前記明細書の各々の全ての教示は引用により本明
細書に組み入れられる。他の場合では、機能性被膜２０は、例えば光触媒被膜又は親水性
被膜のような少保守性被膜である。少保守性被膜も本技術分野で知られており、特に適し
た被膜が米国特許出願第１１／０２１４８２号、第１１／１７９１７８号、第１１／１７
９８５２号、第１１／１２９８２０号、及び第１１／２９３０３２号明細書に記載されて
おり、前記明細書の各々の全ての内容は引用により本明細書に組み入れられる。特定の実
施形態では、機能性被膜２０は光触媒被膜である。光触媒被膜は、好適には二酸化チタン
含有被膜である。
【００２７】
　他の例では、機能性被膜が基板の一つの主要表面上に設けられ、他の機能性被膜が基板
の反対側の主要表面上に設けられ、除去可能カバーが一方又は両方の機能性被膜上に設け
られる。図２は一つの実施形態を示しており、そこでは基板１０はその一方の表面１２の
上に機能性被膜２０を有し、反対側の表面１４の上に機能性被膜２０’を有して提供され
る。カバー５０が機能性被膜２０の上に設けられ、他のカバー５０’が機能性被膜２０’
の上に設けられる。
【００２８】
　特定の実施形態では、表面１２は、例えば雨との周期的な接触のような屋外環境に曝さ
れることになっている。そのような表面上に成膜された被膜は、該被膜の上に時々成膜さ
れる有機物質に曝される。そのような表面上に提供される機能性被膜は、好適には少保守
性被膜である。少保守性被膜はその上に堆積した有機物質を除去するのを助ける。表面１
２が屋外環境に曝されるものであるとき、表面１４は、屋内環境又は断熱ガラスユニット
の中間窓ガラス空間のいずれかに曝される表面である。一部の例では、この表面１４の上
に備えられる機能性被膜２０’は低放射率被膜である。多層カバーが、少保守性被膜及び
低放射率被膜の各々の上に備えられて、生産工程における所望の段階の間にこれら被膜を
一時的に保護することが可能である。勿論、これらの除去可能カバーは、それらがその保
護機能を一度発揮すると取り除かれ、その結果基板が窓枠内に取り付けられると（又はそ
うではなくその最終目的地に配置されると）前記カバーはもはや存在しない。
【００２９】
　図３に示される特定の実施形態では、保護フィルム６０は、除去可能カバー５０と、下
に置かれた機能性フィルム２０との間に成膜されることが可能である。保護フィルム６０
は、好適には製造中に取り除かれず、その結果前記フィルムは下に置かれた機能性被膜を
永久的に保護する。そのようなフィルム６０は、下に置かれた機能性被膜２０が少保守性
被膜ではない場合に好適に用いられる。少保守性被膜は、それらが屋外環境の汚染物質に
直接に曝される場合に最もよく機能する。結果として、少保守性被膜の上にフィルムを残
さないことが望ましい。一部の例では、フィルム６０は低放射率被膜の上に備えられる。
【００３０】
　保護フィルム６０は、該フィルム６０の上に直接に置かれるカバー５０の材料を除去す
るために用いられる除去工程に耐える任意のフィルムであり得る。例えば、上に置かれる
材料が特定の洗浄工程によって除去可能であるとき、フィルム６０はその洗浄工程に対し
て好適に耐久性があり、その結果フィルム６０は前記材料が除去されたとき除去されない
。一部の例では、無機フィルムは弱酸又は弱塩基による洗浄によって除去可能であり、フ
ィルム６０は弱酸又は弱塩基に対して耐久性がある。また、フィルム６０が炭素含有フィ
ルムであり、且つ熱処理によって除去可能な外側フィルム５４がフィルム５２の上に設け
られた場合、フィルム６０は、上に重なるフィルム５２によって保護（即ち被覆）された
ままである限り同じ熱処理によっては除去されないだろう。
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【００３１】
　ほとんどの場合、保護フィルム６０は表面上に永久的に残る。つまり、上に重なるカバ
ーの材料が除去されると、基板は、保護フィルム６０を除去する任意の種類の除去処理を
再び受けることはない。保護フィルムは、本技術分野で知られているフィルム成膜方法を
使って機能性被膜の上に成膜され得る。一部の例では、フィルム６０はスパッタリングに
よって成膜される。好適な実施形態では、保護フィルムは、それが約１０オングストロー
ムから約６０オングストロームの間の厚さを有するように成膜される。保護フィルムは除
去可能カバー５０のために記述された実施形態の任意のものに設けられることが可能であ
る。
【００３２】
　一部の実施形態では、除去可能カバーは、異なる材料から成る二以上の除去可能フィル
ムを含んでおり、一のフィルムは他のフィルムとは異なる工程によって除去可能である。
そのような実施形態が図４に示されており、そこではカバーは内側フィルム５２と外側フ
ィルム５４とを含んでいる。内側フィルム５２は、外側フィルム５４とは異なる工程によ
って除去可能である。ある特定の例では、内側フィルム５２及び外側フィルム５４は約１
００オングストローム未満の厚さをそれぞれが有している。一部の例では、内側フィルム
５２は、約２０オングストロームから約５０オングストロームの間の厚さを有しており、
外側フィルム５４は、約１０オングストロームから約６０オングストロームの間の厚さを
有している。一以上のフィルムの使用は、各フィルムが薄い厚さで成膜されることを可能
にし、その結果、各フィルムは容易に除去され得る。各フィルムそれ自身が薄い厚さのも
のであるとはいえ、組み合わされたフィルムのカバーは下に置かれた表面に優れた保護を
提供する厚さを有する。
【００３３】
　一部の例では、フィルム５２又は５４の一方が、熱処理によって除去可能な材料から構
成されることが可能であり、その場合他方のフィルムは熱処理に対して耐久性のある材料
から構成されることが可能である。熱処理に対して耐久性のあるフィルムは、熱処理以外
の例えば洗浄工程による除去のような任意の工程によって除去可能であり得る。他の例で
は、フィルム５２又は５４の一方のフィルムは、一つの特定な洗浄剤を使った洗浄によっ
て除去可能な材料から構成されることが可能であり、他方のフィルムは、その洗浄剤に対
して耐久性がある。例えば、一方のフィルムは水による洗浄によって除去可能であるのに
対して、他方のフィルムは水に対して耐久性はあるが弱酸又は弱塩基の洗浄溶液を使った
洗浄によって除去可能である。フィルムの任意の組み合わせは、一方のフィルムが他方の
フィルムとは異なる工程によって除去可能である限り使用され得る。
【００３４】
　一方のフィルムが熱処理によって除去可能であり、他方のフィルムが熱処理に耐える一
つの実施形態では、熱処理によって除去可能なフィルムは有機フィルムであることが可能
で、熱処理に耐えるフィルムは無機フィルムであることが可能である。本明細書で用いら
れる用語の“有機フィルム”は、一以上の有機材料からなるそのほぼ全厚さを有するフィ
ルムを意味する。同様に、用語の“無機フィルム”は、一以上の無機材料からなるそのほ
ぼ全厚さを有するフィルムを意味する。有機フィルム又は無機フィルムのどちらも、着色
剤又は芳香剤のような一以上の識別材料を含むことも可能である。特定の適した識別材料
又は存在指標が、米国特許出願第１０／８６６９３６号明細書に記載されており、前記明
細書の全内容は引用により本明細書に組み入れられる。
【００３５】
　ある特定の例では、有機フィルムは炭素含有フィルムである。炭素含有フィルムは、被
覆基板を熱処理することによって除去される。炭素含有フィルムは、一部の実施形態では
、炭素含有被膜の全重量を基礎において、好適には炭素が約５０重量％より多く、より好
適には約７５重量％より多く、更に好適には約９０重量％より多く、最も好適には約１０
０重量％である。従って、特定の実施形態では炭素含有フィルムは基本的に炭素から構成
される。
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【００３６】
　熱処理中に、炭素は酸化してそれにより表面から取り除かれる。適切な熱処理は、限定
するものではないが、焼戻し、アニーリング、ベンディング、及び熱的燃焼を含んでいる
。好適な実施形態では、被覆基板は焼戻しを受け、前記焼戻しはまた露出されている有機
フィルムを除去する。焼戻し中に、ガラスは、制御された速度で冷却される前に高温にさ
らされる。例えば、強化ガラスは一般的にガラスの融点まで又は融点近くの温度まで加熱
される。より詳しくは、６００℃オーダーの焼戻し温度が一般的である。さらに、ガラス
はこの高温度を長時間（例えば、数時間）受ける。
【００３７】
　同様にある特定の例では、無機フィルムは、中性のｐＨを有する水の中で安定であるが
、少なくともわずかに酸性の又はわずかに塩基性の洗浄剤の中で、分解、溶解、若しくは
軟化するか又はそうでなければ溶解性のフィルムである。例えば、無機フィルムは、弱酸
又は弱塩基中で溶解する材料から形成され得る。好適な実施形態では、前記フィルムは、
家庭用の普通の酢のような弱い有機酸中で溶解する材料から作られる。種々の酢の酸性度
は異なる一方で、普通の家庭用の酢のｐＨは約３と見積もられる。代わりに、無機フィル
ムが、弱いアンモニア溶液のような弱い塩基中で溶解する材料から形成され得る。例えば
、一つのそのような実施形態では、前記フィルムは普通の家庭用のアンモニア溶液中で溶
解する材料を含んでおり、前記アンモニア溶液は約１１から約１２．５の間のｐＨを有す
るものと見積もられる。
【００３８】
　一部の実施形態では、無機フィルムは弱酸又は弱塩基中で溶解する酸化物又は塩基物を
含んでいる。好適な実施形態では、無機フィルムは金属酸化物フィルムからなる。用語の
“金属”は、本明細書では、金属、メタロイド、又はセミメタルを指す。好適な金属酸化
物は、亜鉛、ビスマス、カドミウム、鉄、及びニッケルからなるグループから選択された
金属の酸化物を含む。このグループの酸化物は、水中において安定であるが、弱酸又は弱
塩基の存在するところにおいては分解する傾向を有する。従って、それらは弱酸又は弱塩
基の洗浄剤を使って洗浄したとき容易に除去される。
【００３９】
　特定の実施形態では、無機フィルムは酸化亜鉛を含んでいる。酸化亜鉛は幾つかの理由
から除去可能フィルムとしてうまく働く。例えば、酸化亜鉛は厚さが約１００オングスト
ローム未満のとき下に置かれた表面を汚染物質から保護することに有効であることが見出
されている。更に、酸化亜鉛は、弱酸又は弱塩基（例えば、酢）を使って洗浄したとき、
完全で均一な様態で除去することが特に容易であることが発見された。酸化亜鉛は、非常
な高速でスパッタされることも可能であり、その結果比較的低コストで成膜される。
【００４０】
　好適な一実施形態では、無機フィルムは、少なくとも約２５オングストローム、より好
適には約２５オングストロームから約６０オングストロームの間、ことによると最適には
約２５オングストロームから約４５オングストロームの間の厚さを有するスパッタされた
酸化亜鉛フィルムを含んでいる。この厚さの範囲のスパッタされた酸化亜鉛フィルムは、
基板の表面を汚染物質から保護することにおいて特に有効である一方で、弱酸又は弱塩基
を適用したときに完全で均一な様態で確実に除去可能であることが見出されている。更に
、そのような酸化亜鉛のカバーは、ガラス焼戻し処置に耐える傾向があり、したがって上
に重なる炭素含有フィルムと一緒に焼戻し中に除去されることはないだろう。
【００４１】
　特定の実施形態では、内側フィルム５２は熱処理に耐える無機フィルムであり、外側フ
ィルム５４は熱処理によって除去可能な有機フィルムである。内側フィルム５２は好適に
は機能性被膜２０の上に直接に成膜される。この場合には、フィルム５２の下にある機能
性被膜２０は、好適には所望の洗浄剤及び／又は洗浄手順に耐える材料から形成され、そ
れ故フィルム５２は下に置かれた機能性被膜２０を乱すことなく除去され得る。例えば、
機能性被膜２０は、容認できない引掻き傷又は他の損傷を受けることなく、普通の窓洗浄
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技術の厳しさに耐える十分な機械的耐久性を好適に有する。フィルム５２が弱酸又は弱塩
基を使った洗浄によって除去される場合には、機能性被膜表面が、少なくともわずかに酸
性又は塩基性の洗浄液による攻撃に耐える（即ち、前記洗浄液中で安定である）ことも望
ましい。好適には、この表面は弱酸又は弱塩基による攻撃に耐える。最適には、それは弱
酸及び弱塩基との接触による影響を全く受けない。
【００４２】
　フィルム５２は、本技術分野で知られているフィルム成膜方法を使用して基板又は機能
性被膜の上に成膜されることが可能である。ある特定の例では、前記フィルムはスパッタ
リングにより付着される。スパッタリング技術及び装置は本技術分野でよく知られている
。ある特定の例では、フィルム５２はスパッタ金属酸化物フィルムから有利に形成され得
る。スパッタ金属酸化物フィルムは、さまざまなスパッタ成膜工程を用いて成膜される。
そのようなフィルムを成膜するための一つの可能性は、所望の金属酸化物それ自身から作
られた標的をアルゴンのような不活性雰囲気中でスパッタすることである。しかしながら
、金属酸化物から作られた標的は、純粋金属の標的のように確実にスパッタしない傾向を
有する、というのも金属酸化物はそれらのそれぞれの金属よりはるかに小さな導電性を有
するからである。従って、金属酸化物標的を直流スパッタ装置において確実にスパッタす
ることは難しい。従って通常は、金属酸化物フィルムは、酸化雰囲気中で金属標的をスパ
ッタすることによって成膜される。例えば、酸化亜鉛のフィルムは、酸化雰囲気（例えば
、圧力約８×１０－３ｍｂａｒの酸素）中において亜鉛標的をスパッタすることにより成
膜され得る。
【００４３】
　外側有機フィルム５４も、本技術分野で知られたフィルム成膜方法を使用して内側フィ
ルム５２の上に成膜され得る。一部の例では、フィルム５４はスパッタリングによって成
膜される。例えば、スパッタラインが提供されることが可能であり、そこでは陰極ベイの
一つが炭素含有スパッタ標的又は黒鉛スパッタ標的である。同様に、炭素含有フィルムを
提供するために、標的が炭素含有雰囲気中でスパッタされることが可能である。他の例で
は、フィルム５４は炭素アーク蒸着によって成膜される。
【００４４】
　他の実施形態では、除去可能カバーは二以上の材料からなる単一のフィルムとして提供
され、そこでは一つの材料は他の材料とは異なる除去工程によって除去可能である。図５
は、除去可能カバー５０が第１材料Ａの部分と第２材料Ｂの部分とを含んでいる本発明の
実施形態を示している。第１材料Ａ及び第２材料Ｂの各々は同一のフィルムの部分であっ
て、異なる工程によって除去可能である。一部の例では、第１材料Ａは熱処理に耐える無
機材料であり、第２材料Ｂは熱処理によって除去可能な有機材料である。そのような例で
は、被覆基板は、外側の第２材料Ｂを除去するために製造中の所望の段階で熱処理を受け
るようにされ得る。第１材料Ａは、熱処理を生き延びて、その保護機能がもはや要求され
なくなるまで被覆基板を保護することに役立つ。この材料Ａは、例えば弱酸又は弱塩基を
使った洗浄のような洗浄工程によって後で除去されることが可能である。
【００４５】
　図６は、除去可能カバー５０が第１材料Ａと第２材料Ｂとの混合体を含む他の実施形態
を示している。この図に描かれた好適な例では、第１材料Ａは無機材料であり、第２材料
Ｂは有機材料である。第２材料Ｂはカバー５０の最も外側の部分に高い濃度で好適に存在
する。特定の実施形態では、除去可能カバー５０は、金属、炭素、酸素、及び／又は窒素
含有混合フィルムとして提供される。例えば、前記フィルムは、炭素含有金属酸化物、炭
素含有金属窒化物、又は炭素含有酸素窒化物の層であり得る。第１材料Ａは好適には、金
属酸化物、金属窒化物、又は金属酸素窒化物であり、第２材料Ｂは好適には炭素である。
特に好適な実施形態では、前記カバーは、酸化チタンと炭素、酸化亜鉛と炭素、又は窒化
珪素と炭素を含んでいる。好適な例では、前記フィルムにおける炭素濃度は最も外側の領
域で最大である。例えば一部の例では、前記フィルムは、基板の表面から外側に移動した
とき炭素の濃度が次第に高まる漸変フィルムである。従って、炭素の濃度はカバー５０の



(13) JP 2009-531178 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

最も外側の領域で最大である。
【００４６】
　図６の除去可能カバー５０は、被覆基板を所望の製造工程の間に保護することにも役立
つ。第１材料Ａが無機材料であって、第２材料Ｂが有機材料である場合には、前記カバー
は、有機材料をカバーから焼き落すために熱処理を受けることが可能であり、基板が断熱
ガラスユニットに取り付けられる前に又はそうでなければその意図された目的に使用され
る前に無機材料をより少ない有機材料とともに（実質的に有機材料なしで）残す。基板が
組み付けられると、残っている無機材料（例えば、金属酸化物、金属窒化物、又は金属酸
素窒化物）は熱処理以外の工程、例えば洗浄工程によって除去されることが可能である。
この実施形態の除去可能フィルムは、好適には約１００オングストローム未満、より好適
には約７５オングストローム未満、最適には約５０オングストローム未満である。
【００４７】
　金属、炭素、酸素、及び／又は窒素含有除去可能フィルムは、例えば最後の被覆領域が
炭素含有雰囲気を有する塗布機内で金属標的をスパッタすることによって成膜されること
が可能である。前記炭素含有雰囲気は二酸化炭素雰囲気であることが有利である。従って
、被覆基板は図１３に示される一つ以上のスパッタベイを通過する。金属酸化物及び炭素
を含むフィルムが成膜されるとき、基板は、反応性雰囲気中でスパッタされる金属標的を
有する一つ以上のスパッタベイを最初に通過する。前記反応性雰囲気は、好適にはアルゴ
ン及び酸素を含む。次に基板は同じ金属標的を有する一つ以上の最終スパッタベイを通過
するが、前記金属標的は炭素含有雰囲気中でスパッタされる。前記炭素含有雰囲気は、好
適には二酸化炭素及び酸素及び任意選択的にアルゴンを含んでいる。同様に、金属窒化物
及び炭素を含むフィルムが成膜されるとき、基板は窒素雰囲気中でスパッタされる金属標
的を有する一つ以上のスパッタベイを最初に通過する。次いで、基板は同じ金属標的を有
する一つ以上の最終スパッタベイを通過するが、前記金属標的は炭素含有雰囲気中でスパ
ッタされる。炭素含有雰囲気は、好適には二酸化炭素及び窒素を含む。特定の実施形態で
は、混合フィルムは、フィルム材料の全量に対する原子比率で好適には少なくとも約１５
原子％の比率で有機材料が存在するように成膜される。特に好適な例では、有機材料は、
少なくとも約３０原子％及びより好適には少なくとも約４０原子％の比率で存在する。一
部の例では、有機材料と無機材料は例えばそれぞれ約５０原子％のようなほぼ等しい原子
％で存在する。
【００４８】
　図７を参照して説明すると、一部の実施形態では、除去可能カバー５０は、内側誘電体
フィルム５２と、第１材料及び第２材料の混合体を有する外側フィルム５４とを含んでい
る。外側フィルムは図６の除去可能カバーのためにすでに説明された特徴のどれをも有す
ることが可能である。一部の実施形態では、内側誘電体フィルム５２は外側フィルム５４
中に存在しない誘電体材料から作られている。例えば、一部の実施形態では、外側フィル
ム５４は、酸化チタン及び炭素、又は窒化珪素及び炭素を含むのに対して、内側フィルム
５２は、酸化亜鉛、酸化錫、又は亜鉛酸化錫フィルムを含んでいる。
【００４９】
　他の実施形態では、内側誘電体フィルム５２は、外側フィルム５４内に存在する誘電体
材料から作られている。ある特定の例では、内側誘電体フィルム５２は酸化チタンを含ん
でおり、外側フィルム５４は酸化チタンおよび炭素を含んでいる。他の例では、内側誘電
体フィルム５２は窒化珪素を含んでおり、外側フィルム５４は窒化珪素及び炭素を含んで
いる。一部の実施形態では、外側フィルム及び内側フィルムは互いの方へ徐々に変化する
ことが可能である。
【００５０】
　特定の実施形態では、内側フィルム５２は低放射率フィルムスタックのもっとも外側の
誘電体フィルムである。例えば、内側フィルム５２は、次のフィルムスタック、つまり基
板表面から外方へ、ベースフィルム領域／赤外線反射フィルム領域／中間被膜／赤外線反
射フィルム領域／フィルム５２と並んだフィルムスタックの部分であり得る。さらに、図
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７で示される除去可能カバー５０は、例えば、最終被覆領域が炭素含有雰囲気を有するス
パッタチャンバ内で金属標的をスパッタすることにより成膜され得る。前記炭素含有雰囲
気は二酸化炭素雰囲気であることが有利であり得る。
【００５１】
　図８は、保護カバー５０が一つの材料から形成された内側フィルム５２と、セパレータ
材料から形成された外側フィルム５４とを有する実施形態を図示している。適切なセパレ
ータ材料は米国特許出願第１０／３１３５４３号明細書に記載されており、前記明細書の
全ての内容は引用により本明細書に組み入れられる。セパレータ材料から成る外側フィル
ム５４は、やはり内側フィルム５２とは異なる除去工程によって除去可能である。好適な
実施例では、セパレータ材料はフィルム５４とフィルム５４に接着された複数の粒子５６
とを含んでいる。外側フィルム５４は水により除去可能な材料を好適に含んでいる。前記
フィルムは好適には、水溶性ポリマー、可塑剤、一以上のアルコール、複数の粒子、及び
水である。水溶性ポリマーは、水性溶液によって前記フィルムが容易に除去されることを
可能にする任意の適切なポリマーであり得る。好適な実施形態では、前記水溶性組成はポ
リビニルアルコール（ＰＶＡ）を含んでいる。他の適切なポリマーは、限定するものでは
ないが、ポリビニルクロライドを含んでいる。特定の実施形態では、前記可塑剤はグリセ
リンを含んでいる。グリセリンは市販品であり、その主な成分はグリセロールである。
【００５２】
　一以上のアルコールは、各々が１０炭素未満の炭素分を有する一以上のアルコールを好
適に含んでいる。更に好適には、一以上のアルコールは各々が６炭素未満の炭素分を有し
ている。前記組成に用いられ得るアルコールは、限定するものではないが、メタノール、
エタノール、プロパノール、プロペノール、ブタノール、ブテノール、ペンタノール、ヘ
キサノール、ヘプタノール、オクタノール、ノナノール、及びデカノールを含む。好適な
実施形態では、一以上のアルコールは、エタノール、メタノール、及びイソプロピルアル
コールの組合せを含んでいる。
【００５３】
　複数の粒子５６は、２枚のガラスを分離した状態で保つことができる任意の粒子を含む
。粒子５６は、本発明の精神と範囲から逸れることなく様々な材料を含むことが可能であ
る。いくつかの用途に適した材料の例はルーサイト（LUCITE）を含んでいる。
【００５４】
　好適な実施形態では、フィルム５４の組成は、ポリビニルアルコール、グリセリン、一
以上のアルコール、及び水を含んでいる。更に好適な実施形態では、前記フィルムの組成
は、約１％から約１５％の間のポリビニルアルコール、約０．２％から０．８％の間のグ
リセリン、２５％までの一以上のアルコール、及び水からなる残部を含んでいる。更に好
適な実施形態では、フィルムの組成は、約２％から約５％の間のポリビニルアルコール、
約１％から２％の間のグリセリン、約１０％までのアルコール、及び水からなる残部を含
んでいる。他の好適な実施形態では、前記フィルムの組成は、ポリビニルアルコール、グ
リセリン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、及び水を含んでいる。更
に好適な実施形態では、前記フィルムの組成は、２％から約５％のポリビニルアルコール
、約１％から２％の間のグリセリン、約５％のエタノール、約１％未満のメタノール、約
１％未満のイソプロピルアルコール、及び水からなる残部を含んでいる。
【００５５】
　一部の実施形態では、フィルム５４は、それが（例えば、従来型のガラス洗浄機を通り
抜けるとき）水を使って容易に除去されるように選択されたフィルム厚さを有している。
特定の有用な実施形態では、フィルム５４は、約８ミクロン未満、好適には約１．０ミク
ロン未満、及びことによると最適には約０．８ミクロン未満の厚さを有する。図８の実施
形態におけるフィルム５２は水を使った洗浄に耐える材料を好適に含んでいる。ある特定
の例では、フィルム５２は弱酸又は弱塩基において溶解する材料を含んでいる。そのよう
な場合、フィルム５４は水を使った洗浄によって最初に除去され、その際水は下に置かれ
たフィルム５２を無傷のままに保つ。フィルム５２は弱酸又は弱塩基を使った洗浄によっ
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て後で除去される。
【００５６】
　図５～８に示された実施形態のいずれにおいても、図３に記載されて説明された保護フ
ィルム６０は除去可能カバー５０と下に置かれた機能性フィルム２０との間に成膜される
ことが可能である。やはり、前記保護フィルムは製造中に除去されないことが好適であり
、その結果保護フィルムは下に置かれた機能性被膜を永久的に保護することに役立つ。
【００５７】
　図９を参照して説明すると、基板１０は断熱ガラスユニット１１０の部分であり得る。
典型的には、断熱ガラスユニット１１０は、外側窓ガラス１０と、窓ガラス間空間８００
によって分けられた内側窓ガラス１０’とを有する。（任意選択的に窓枠の部品であるこ
とが可能な）スペーサ９００が、窓ガラス１０及び１０’を分けるために普通に設けられ
る。前記スペーサは、接着剤７００を使って各窓ガラスの内側表面に固定され得る。一部
の例では、端部シーラント６００も設けられる。図示された実施形態では、外側窓ガラス
１０は外側表面１２と内側表面１４とを有する。内側窓ガラス１０’は内側表面１６と外
側表面１８とを有している。窓ガラス１０は、外側表面１２が屋外環境に曝されるように
、枠（例えば、窓枠）に取り付けられることが可能である。内側表面１４及び１６は両方
とも断熱ガラスユニットの窓ガラス間空間８００内の雰囲気に曝される。
【００５８】
　一部の例では、図９に示される断熱ガラスユニットに配置された基板１０の外側表面１
２は少保守性被膜２０を含んでいる。同様に、同じ基板１０の内側表面１４は低放射率被
膜２０’を含んでいる。勿論、他の任意の機能性被膜を外側表面１２又は内側表面１４の
どちらにも設けることが可能である。本発明の除去可能カバーは、基板１２の製造中にこ
れら表面のどちらにも保護を提供するだろう。除去可能カバーはすでに説明した実施形態
のどの特徴も有することが可能である。一部の例では、除去可能カバーの任意のフィルム
は、基板を断熱ガラスユニットに組み付ける前に除去されるだろう。これは、断熱ガラス
ユニットの窓ガラス間空間に面していている基板の表面１４に設けられる任意のフィルム
に特に当てはまる。他の例では、一以上のフィルムが断熱ガラスユニットの表面１２をな
お保護しているが、その表面は屋外環境への曝露を予定されている。ほとんどの例では、
その少保守性被膜を露出させてその特性を利用することが求められるまで、少なくとも一
つのフィルムが、少保守性被膜２０に対する保護を提供するために表面１２上に残ってい
る。
【００５９】
　図１０は、基板１０（それはガラス板であってよい）が（例えば建物９９の外壁９８の
）窓枠９５に取り付けられた窓ガラスである実施形態を例示している。特定の応用例では
、そのような窓の被覆された第１表面（即ち、表面１２）は、機能性被膜２０を保持して
いて、雨と周期的に接触する屋外環境へ曝露される。好適には、この例における機能性被
膜は親水性又は少保守性被膜である。除去可能カバーは、機能性被膜２０に対する保護を
製造中に提供するためにこの表面１２上に設けられる。しかしながら、この除去可能カバ
ーのフィルム部分は製造中に通常は除去される。しかしながら、一部の例では、これらフ
ィルムの一つがこの表面１２上に残り、それが窓枠９５に完全に組み込まれて使用される
準備が整うまで機能性被膜２０を保護する。一部の実施形態では、そのように残っている
フィルムは、洗浄によって除去可能な無機フィルムである。基板が完全に窓枠９５に取り
付けられると、下に置かれた機能性被膜は屋外環境に好適に曝される。これは、親水性の
機能性被膜が使用される場合に特に当てはまる、というのも泥が親水性被膜それ自身に直
接に接触するなら親水性被膜は自己清浄化においてより効果的であるためである。
【００６０】
　被覆基板を製造する方法も提供される。除去可能カバーの各フィルムはよく知られた様
々な被覆技術によって成膜されることが可能である。適切な被覆技術は、限定するもので
はないが、化学蒸着（ＣＶＤ）、プラズマ増強化学蒸着、熱分解蒸着、及びスパッタリン
グを含んでいる。特定の実施形態では、フィルムは、スパッタリングによって、任意選択
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的には低温で（例えば、基板を約２５０℃以下、おそらくより好適には２００℃以下に保
持しながら）成膜される。スパッタリングは本技術分野においてよく知られている。図１
１は、例示的なマグネトロンスパッタチャンバ２００を図示している。マグネトロンスパ
ッタチャンバ及び関係する機器は様々な供給源（例えば、レイボールド（Leybold））か
ら商業的に入手可能である。有用なマグネトロンスパッタ技術及び機器は、チェーピン（
Chapin）に対して発行された米国特許第４１６６０１８号の明細書に記載されており、前
記明細書の全ての教示は引用により本明細書に組み入れられる。
【００６１】
　図解されているスパッタチャンバ２００は、共にスパッタキャビティ２０２を区画形成
するベース（又は“床”）２２０、複数の側壁２２２、及び天井（又は“上蓋”若しくは
“カバー”）２３０を含んでいる。図１１では、二つの上部標的２８０が基板走行路４５
の上方に取り付けられている。基板１０は、フィルム成膜の間に任意選択的に複数の離間
された運搬ローラ２１０の上を基板走行路４５に沿って運搬される。これは決して求めら
れることではないが、図１１では二つの上部標的が設けられている。例えば、単一の上部
又は下部標的が代わりに各スパッタチャンバに使用されてもよい。さらに、円筒状の標的
が図示されているが、スパッタチャンバは一つ以上の上部及び／又は下部の平面的な標的
を含むことが可能である。
【００６２】
　好適には、カバーのフィルムのスパッタリングは、基板を約２５０℃未満の温度、より
好適には２００℃未満の温度に維持しながら（例えば、基板の補助加熱なしで）実施され
る。そのような場合、被膜は好適には、成長するフィルムへエネルギーを供給するどんな
補助的手段もなく（例えば、従来型のスパッタリングのプラズマ及びイオン衝撃から普通
に生じる加熱以外は基板を加熱することなしに）スパッタ成膜される。他の例では、フィ
ルムは、補助加熱（又は他の補助的エネルギー供給）を含むスパッタ成膜技術によって成
膜される。
【００６３】
　特定の実施形態では、保護カバーが単一の基板の対向する両面に設けられ、これらカバ
ーのフィルムのスパッタリングが双方向スパッタチャンバ内で実施される。図１２は、例
示的な双方向スパッタチャンバ３００を図示している。双方向スパッタチャンバは米国特
許出願第０９／８６８５４２号、第１０／９１１１５５号、及び第１０／９２２７１９号
明細書に記載されており、前記特許明細書の各々の全ての教示は引用により本明細書に組
み入れられる。図解されているスパッタチャンバ３００は、共にスパッタキャビティ３０
２を区画形成する、ベース（又は“床”）３２０、複数の側壁３２２、及び天井（又は“
上蓋”若しくは“カバー”）３３０を含んでいる。二つの上部標的３８０ａが基板走行路
４５の上方に取り付けられており、また二つの下部標的３８０ｂが基板走行路の下方に取
り付けられている。基板１０は、フィルム成膜の間に、任意選択的に複数の離間された運
搬ローラ３１０の上を基板走行路４５に沿って運搬される。基板の一方の表面に一のフィ
ルムを成膜し、反対側の表面に他のフィルムを成膜するために、上部標的３８０ａ及び下
部標的３８０ｂの両方が同時にスパッタされる。特定の実施形態では、上部標的３８０ａ
は、基板の表面１２に除去可能な多層オーバーコートの一以上のフィルムを下方に成膜す
るためにスパッタされる。下部標的３８０ｂは、基板の表面１４に多層の除去可能カバー
を上方に成膜するためにやはりスパッタされる。
【００６４】
　本発明の好適な実施形態が説明されてきたが、様々な変更、適応、及び修正が、本発明
の精神及び添付された特許請求の範囲から逸脱することなく為されてよいことが理解され
るべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の一実施例による、除去可能カバーをもつ被覆表面を有する基板の模式的
横断面図である。
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【図２】本発明の他の実施例による、各々が除去可能カバーをもつ二つの被覆表面を有す
る基板の模式的横断面図である。
【図３】本発明の更に他の実施例による、保護フィルムと除去可能カバーの両方をもつ被
覆表面を有する基板の模式的横断面図である。
【図４】本発明の他の実施例による、除去可能カバーをもつ被覆表面を有する基板の模式
的横断面図である。
【図５】本発明の更に他の実施例による、除去可能カバーをもつ被覆表面を有する基板の
模式的横断面図である。
【図６】本発明の更に他の実施例による、除去可能カバーをもつ被覆表面を有する基板の
模式的横断面図である。
【図７】本発明の更に他の実施例による、除去可能カバーをもつ被覆表面を有する基板の
模式的横断面図である。
【図８】本発明の更に他の実施例による、除去可能カバーをもつ被覆表面を有する基板の
模式的横断面図である。
【図９】本発明の特定の実施例による、二つの被覆表面を有する窓ガラスを含む多重窓ガ
ラス式断熱ガラスユニットの部分切取り模式的横断面図である。
【図１０】本発明の特定の実施例による、機能性被膜をもつ窓ガラスの部分切取り斜視図
であり、前記窓ガラスは建物の外壁に取り付けられている。
【図１１】本発明の特定の方法において用いられるようにされたスパッタチャンバの模式
的側面図である。
【図１２】本発明の特定の方法において用いられるようにされた双方向スパッタチャンバ
の模式的側面図である。
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【図３】

【図４】
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【図９】 【図１０】
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